
 

 

「基幹緊急避難場所早期開設者制度」について 

 

 

 ２０２６年（令和８年）５月１１日（月）から６月７日（日）までの期間で、基幹

緊急避難場所早期開設者連携訓練の実施を依頼しているところですが、本制度の概要、

基幹緊急避難場所開設の手順等について、改めて共有します。 

 また、引き続き、連携訓練にも御協力いただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「基幹緊急避難場所早期開設者制度」 

各学区・地区の①在住行政職員、②交流館長、③自主防災組織が協力して 

基幹緊急避難場所を開設し初動運営を行う。 

資料 7 

《問合せ先》 

福山市総務局総務部危機管理防災課 

担当者：今川、山口 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号 

ＴＥＬ：084-928-1228   ＦＡＸ：084-926-0845 

E-mail：kikikanri-bousai@city.fukuyama.hiroshima.jp 

mailto:kikikanri-bousai@city.fukuyama.hiroshima.jp
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基幹緊急避難場所開設手順 
 

【 早期開設を依頼する状況・施設 】 

１ 開設を依頼する状況 

①から③のすべてに該当する場合 

①集中豪雨などの「風水害」による場合 

②「平日夜間（20時～翌 8時 30分）及び土日・祝日」 

（基幹緊急避難場所となる施設が閉まっている時間） 

③基幹緊急避難場所の開設が「緊急」で必要な場合 

（台風に備えて計画的に開設する場合は除く） 

 

２ 開設を依頼する施設 

 「基幹緊急避難場所」…風水害時、各学区・地区に１か所指定している、最初に開設す

る緊急避難場所のこと。 

 

 

【 開設までの流れ 】 

１ 警戒体制の発令（開設に出発する準備をする） 

   警戒レベル３相当の気象情報等が発令された場合 

   ⇒在住行政職員、交流館長宛てに、危機管理防災課から一括送信システムにより、

開設準備（第３体制）への移行通知をメール送信 
 

２ 基幹緊急避難場所が開設される地域に電話で開設要請 

  （１）自主防災組織へは、ホットラインを利用して電話連絡 

（２）在住行政職員及び交流館長へは、福祉班・支部班より電話連絡 

    ※電話での連絡を基本とするが、状況によっては緊急速報メールの受信をもって

開設を開始する。その際、緊急速報メールの内容（発令対象学区・地区）を確

認して開設に向かう。 
 

３ 施設の開錠  

電話もしくは緊急速報メールを確認後、基幹緊急避難場所開設へ向かう。 
 

４ 受付準備 

   入口付近に受付を設置し、受付簿を用意する。 
 

５ 開設報告（記入後速やかに） 

   該当の報告先に電話連絡し、次の３項目を報告する。※原則、在住行政職員が報告 

  （１）基幹緊急避難場所名 （２）開設日時 （３）報告者（携帯電話番号も報告） 
   

６ 避難者の受入れ 

     避難者受付表【様式１】に、避難者の人数、世帯数を記入する。 

    避難者の内訳をカウントする。（性別、病人、要配慮者、年齢） 
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７ 避難者の状況報告（１時間ごと） 

   毎時００分の避難者の情報を「報告用紙【様式２】」に記入し、該当の報告先へ電話連

絡する。 

 

≪報告先≫ 

◎福祉班 ０８４－９２８－１０６１（福祉総務課） 
 

【対象地域】 

 赤坂、曙、旭、泉、霞、川口、川口東、熊野、桜丘、樹徳、新涯、瀬戸、 

 高島、多治米、津之郷、手城、鞆、西、明王台、西深津、走島、東、光、 

久松台、深津、南、水呑、山手、箕島 

 

◎支部班  
 

松永支部（松永保健福祉課）０８４－９３０－０４１０ 
 

 

北部支部（北部保健福祉課）０８４－９７６－８８０３ 

 

 

東部支部（東部保健福祉課）０８４－９４０－２５７２ 
 

 

 

神辺支部（神辺保健福祉課）０８４－９６２－５００５ 
 

 

新市支部（庶務担当）   ０８４７－５２－５５１２ 
 

 

沼隈支部（庶務担当）   ０８４－９８０－７７００ 

 
  

 

８ 引継ぎ 

・一定時間初動運営を行い、福祉班・支部班が到着した時点で運営を引き継ぐ。 

・避難者が多数等、運営に必要な人数が揃わない場合は、運営上支障のない状態になるま

で執務する。執務を終了する優先順位は、①自主防災組織②交流館長③在住行政職員と

する。 

【対象地域】今津、高西、松永、柳津、東村、金江、神村、藤江、本郷 

【対象地域】 

 有磨、福相、駅家、駅家西、駅家東、加茂、広瀬、服部、宜山、山野 

【対象地域】旭丘、伊勢丘、大谷台、大津野、春日、蔵王、千田、坪生、 

長浜、野々浜、引野、日吉台、幕山、緑丘、御幸 

【対象地域】神辺、道上、竹尋、中条、御野、湯田 

【対象地域】網引、新市、常金丸、戸手 

【対象地域】山南、千年、常石、能登原、横島、田島西部、田島東部 



避難者受付表 
基幹緊急避難場所名 

世帯番号 世帯主・代表者 世帯人数 性別内訳 病・要の別 年齢内訳 入所日 退所日 備考 

１   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

２   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

３   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

４   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

５   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

６   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

７   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

８   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

９   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

１０   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

１１   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

１２   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

１３   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

１４   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

１５   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

１６   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

１７   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

１８   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

１９   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

２０   
男  他  病  新  乳  未  

   
女    要  成  高    

※病：病人・けが人  ※要：要配慮者（介護や障がいにより，配慮が必要な人。けが・病気は除く。） 

※新：新生児(1 か月未満)，乳：乳幼児(0 歳１か月～6 歳)，未：未成年(7～17 歳)，成：成人(18～74 歳)，高：高齢者(75 歳～) 

様式１ 



 

 

報告用紙 

 

日時 人数 世帯数 男 女 けが人病人 要配慮者 新生児 乳幼児 未成年 成 人 高齢者 

   時００分現在            

   時００分現在            

    時００分現在            

    時００分現在            

    時００分現在            

    時００分現在            

    時００分現在            

    時００分現在            

    時００分現在            

    時００分現在            

    時００分現在            

    時００分現在            

    時００分現在            

    時００分現在            

    時００分現在            

    時００分現在            

（備考欄） 

開設日時 

   月  日   ：   ～ 
基幹緊急避難場所名 

（            ） 

報 告 者 （              ） 

携帯電話 （              ） 

様式２ 


